
　　特 集 

８月は同和問題啓発強調月間です
　　　〜自分を見つめてみましょう〜

『
伊
万
里
讃
歌
　
八
章
　
終
詩
』

伊
万
里
伊
万
里
と
呼
ん
で
ご
ら
ん

ふ
る
さ
と
伊
万
里
が
返
事
す
る

お
お
　
こ
れ
が
君
の
ふ
る
さ
と

君
ら
の
父
祖
を
育
て
た
く
に
だ

山
々
が
並
び
　
川
は
海
へ
と

伊
万
里
の
湾
が
は
ら
ら
と
ひ
か
る

● 問合先　生涯学習課人権・同和教育係（☎㉓３１８６）

　
人
に
は
誰
し
も
故
郷
が
あ
り
ま
す
。
生
ま
れ

育
っ
た
場
所
に
、
愛
情
や
誇
り
を
持
っ
て
生
活

し
て
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
は
生
ま

れ
る
場
所
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
た

り
ま
え
の
話
で
す
。

　
そ
れ
な
の
に
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
こ
の
社
会

に
は
、
こ
の
『
あ
た
り
ま
え
』
の
こ
と
を
理
由

に
し
た
差
別
が
あ
り
ま
す
。
生
ま
れ
た
場
所
や

育
っ
た
場
所
、
住
ん
で
い
る
場
所
で
人
の
値
打

ち
に
差
を
つ
け
よ
う
と
す
る
『
部
落
差
別
』
で

す
。
能
力
に
関
係
な
い
こ
と
を
理
由
に
憧
れ
の

職
業
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
り
、
世
間
体
を
気

に
す
る
周
囲
に
よ
っ
て
愛
を
引
き
裂
か
れ
る
な

ど
、
部
落
差
別
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
侵
害
は『
同
和
問
題
』と
呼
ば
れ
、

人
権
の
世
紀
と
言
わ
れ
る
21
世
紀
に
お
い
て
も

な
お
、
日
本
に
お
け
る
重
大
に
し
て
最
も
深
刻

な
社
会
問
題
で
す
。
同
和
問
題
は
、
因
習
に
よ
っ

て
世
代
を
超
え
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
、
日
本

固
有
の
人
権
問
題
で
あ
り
、
な
く
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
負
の
文
化
で
す
。
同
和
問
題
の
解
決

な
く
し
て
、
日
本
に
お
け
る
人
権
問
題
の
解
決

は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　
８
月
は
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す
。
こ

の
機
会
に
自
分
を
見
つ
め
て
み
ま
せ
ん
か
。
差

別
を
な
く
す
第
一
歩
は
、
自
分
と
向
き
合
う
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
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2018 同和問題講演会
　同和問題に向き合うきっかけとして、市では『同和問題講演会』を開催
します。あなたも参加してみませんか。

● 日　時　８月28日（火）

午後１時 30 分〜３時

● 場　所　市民センター 文化ホール

● 入場料　無　料

● 演　題　『なぜ、差別はなくならないの？
　　　　　 〜元いじめられっ子からのメッセージ〜』

● 講　師　落語家　桂
かつら

　ぽんぽ娘
こ

  さん

《講師プロフィール》
東京都出身。平成 18 年に桂文福に入門。ママ落語家としての『育児

体験』や、栄養士の資格を生かした『食と健康』の講演、男性社会で

ある落語の世界で体験した『差別と区別』、ボランティア活動など豊富

な内容で積極的に講演活動を展開中。

※手話通訳・要約筆記を行います。

同和問題啓発強調月間中の催し

気軽に参加してください

● 日　時　８月 20 日（月）

　　　　　午後１時 30 分〜３時 20 分

● 場　所　武雄市文化会館大ホール（武雄市）

● 入場料　無　料

● 演　題　『同和問題の今、そしてこれから

　〜 35 年間の取材を通してみえてきたもの〜』

● 講　師　馬場　周一郎 さん

（元西日本新聞社記者）

● 問合先　佐賀県人権・同和対策課

（☎０９５２㉕７０６３）

佐賀県同和問題講演会

● 日　時　８月７日（火）

　　　　　午後２時〜４時 30 分

● 場　所　佐賀市文化会館大ホール（佐賀市）

● 入場料　800 円

● 演　題　『ありのままのわたしを生きる』ために

● 講　師　土肥　いつき さん

（京都府立高校教員）

● 問合先　佐賀県人権・同和教育研究協議会事務局

（☎０９５２　６４３４）

佐賀県人権・同和教育研究大会（全体会）
〜誰もが生まれてきてよかったと

思える社会をめざして〜
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特 集 　８月は同和問題啓発強調月間です

知
っ
て
い
ま
す
か
？

部
落
差
別
解
消
推
進
法

　
部
落
差
別
を
解
消
す
る
た
め
、

平
成
28
年
12
月
に
『
部
落
差
別
の

解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
』
が

施
行
さ
れ
１
年
余
り
が
経
過
し
ま

し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
部
落
差

別
が
拡
大
し
悪
質
化
し
て
い
る
こ

と
や
、
身
元
調
査
を
目
的
と
し
た

差
別
事
件
が
相
次
い
で
発
生
し
て

い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
解
決
し

た
わ
け
で
も
な
い
の
に
『
同
和
問

題
は
過
去
の
問
題
』
と
い
う
誤
っ

た
意
識
が
広
が
る
な
ど
、
法
律
を

制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
深
刻

な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
止

め
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

◆部落差別解消推進法の主な内容

人
権
標
語
コ
ン
ク
ー
ル
優
秀
作
品

　
こ
の
標
語
は
、
平
成
29
年
度
に
、
市
民
の
皆
さ

ん
を
対
象
に
、
市
人
権
・
同
和
教
育
推
進
協
議
会

と
市
教
育
委
員
会
が
協
働
で
実
施
し
た
『
人
権
標

語
コ
ン
ク
ー
ル
』
の
優
秀
作
品
で
す
。
３
０
３
人

か
ら
４
９
８
点
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ま
ざ

ま
な
住
民
啓
発
の
機
会
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

◆
小
学
生
の
部

　
と
も
だ
ち
に
　
た
く
さ
ん
あ
げ
た
い　

お
も
い
や
り

　
普
通
、
普
通
と
言
う
け
れ
ど
　
誰
の
基
準
？

　
そ
の
普
通

◆
中
学
生
の
部

　
い
け
な
い
よ
　
見
て
な
い
ふ
り
も　

い
っ
し
ょ
だ
よ

　
変
え
て
み
よ
う
　
ま
ず
は
自
分
の
　
偏
見
を

◆
一
般
の
部

　
人
権
の
　
土
台
は
日
々
の
　
家
族
愛

①部落差別は過去の問題ではありません

　部落差別は許されない『社会悪』です。一日も早く

解消しなければならない重要な課題です。

②部落差別の解消は私たち一人一人の課
　題です

　部落差別は『差別される人』の問題ではなく『差別
する人』の問題です。一人一人が正しい理解と認識を
深めることが必要です。

③部落差別の解消は行政の責務です

　インターネット上で差別を助長する情報が拡散され
るなど、部落差別は潜在化、陰湿化しています。国や
地方公共団体は、部落差別の解消へ向けた効果的な施
策を進めます。

④部落差別を受けた人への相談体制を確立
　します

　部落差別の被害者が泣き寝入りすることがないよう、
国や地方公共団体は、的確に対応できる相談体制を整
備します。

⑤部落差別に重点を置いた人権教育を展開
　します

　部落差別は日本固有の人権問題であり、なくさなけ
ればならない『負の文化』です。部落差別の解消なく
して、日本における人権問題の解決はありません。

⑥これまでの取り組みの効果を検証します

　国や地方公共団体は、これまでの取り組みの成果や
問題点を検証し、今後の指針とするための実態調査を
行います。
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なるほど！ザ・Ｑ＆Ａ
Ｑ . 差別はまだあるのですか？

Ａ . 確かに公然と差別的な言葉を使ったり、明
らかに差別と分かるような身ぶりをする差
別行為は少なくなってきていますが、部落
差別がなくなったわけではありません。
就職や結婚に関する身元調査や、インター
ネットの匿名性を悪用した差別的な書き込
みが行われるなど、その状況は潜在化、陰
湿化しています。差別を受けても告白でき
ない人も少なくありません。『いじめ』が
表面化しにくいことと似ています。

Ｑ . 部落という言葉は使っていいのですか？

Ａ . 日本では明治以降、農村における集落のこ
とを『部落』と呼んできましたが、やがて『被
差別部落』の略称としても使われるように
なりました。こうして『部落』は二つの意
味を持つようになりましたが、いつしか自
分が暮らす集落が被差別部落とみなされる
ことを嫌がる人たちが部落という表現を避
けるようになり、やがて『地区』や『地域』
という別の言葉に言い換えるようになった
のではないかと思われます。ですが、どん
な言葉に言い換えたとしても、被差別部落
に対する差別意識があれば、やがてその言
葉も差別を意味する言葉になってしまいま
す。大切なことは差別意識をなくすことで
す。『部落』という言葉を集落という意味
で使うことには問題ありません。

Ｑ . 同和問題に『暗い』、『重い』という印象を
感じます

Ａ . 命をも奪う部落差別の現実を学ぶわけです
から、同和問題の研修会には、他の分野に
はない厳しさがあるかもしれません。です
が、同和問題を正しく学ぶことで、差別さ
れる理由が、差別する人によって都合よく
作られてきたことが見えてきます。同和問
題の研修会には、人生を豊かにするたくさ
んのヒントが隠されています。

Ｑ . 区別と差別の違いがわかりません

Ａ .『男と女』これは区別です。あってもいい
違いです。これに対して『男は女より偉い』
こうなったら差別になります。あってはい
けない違いです。さて、どこが違うのでしょ
うか。

区別は、対等な立場で、性質や特徴で分け
ること。差別は、自分の身勝手な主張を正
当化するために、理由にならないことを口
実にした人権侵害行為のことです。

■
差
別
と
は

　
差
別
と
は
、
差
別
を
す
る
人
が

自
分
に
都
合
の
い
い
こ
と
を
正
当

化
す
る
た
め
に
、
理
由
に
な
ら
な

い
こ
と
を
口
実
に
し
た
、
命
を
も

奪
う
言
い
が
か
り
の
こ
と
で
す
。

　
差
別
は
、
差
別
を
す
る
人
が
い

る
か
ら
起
こ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

差
別
を
す
る
人
が
、
差
別
す
る
理

由
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。

■
差
別
は
自
然
に
は
な
く
な
り
ま

せ
ん

　「
そ
っ
と
し
て
お
け
ば
差
別
は

な
く
な
る
」、「
知
ら
な
い
人
に

同
和
問
題
の
解
決
の
た
め
に

私
に
も
で
き
る
こ
と

教
え
る
か
ら
差
別
が
な
く
な
ら
な

い
」
そ
う
考
え
る
人
は
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
『
寝
た
子

を
起
こ
す
な
』
と
い
う
考
え
方
で

す
。
一
見
正
し
く
聞
こ
え
ま
す

が
、
こ
の
考
え
方
が
正
論
で
あ
る

た
め
に
は
、
誤
っ
た
こ
と
を
教
え

る
人
が
い
な
い
こ
と
が
前
提
に
な

り
ま
す
。

　
人
は
正
し
い
知
識
を
持
た
な
い

場
合
、
疑
う
こ
と
な
く
誤
っ
た
情

報
を
信
じ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
が
生
活
す
る
社
会
に

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。
同
和
問
題
と
負
の

出
会
い
を
す
る
前
に
、
正
し
く
知

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

■
差
別
は
見
よ
う
と
し
な
け
れ
ば

見
え
ま
せ
ん

　『
見
え
な
い
』
こ
と
と
『
無
い
』

こ
と
は
違
い
ま
す
。
差
別
は
見
よ

う
と
し
な
け
れ
ば
見
え
ま
せ
ん
。

　
自
分
が
知
ら
な
い
か
ら
差
別
は

な
い
と
考
え
ず
、
差
別
が
ど
こ

に
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
抜
く

力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
学
び
の
場
を
通
し
て
正
し
い
理

解
と
認
識
を
深
め
、
確
か
な
人
権

感
覚
を
育
む
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
子
ど
も
の
目
線
を
大
切
に

　
素
直
な
子
ど
も
の
目
線
で
社
会

を
見
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が

見
え
て
き
ま
す
。
生
ま
れ
た
場
所

や
住
ん
で
い
る
場
所
を
理
由
に
、

人
の
値
打
ち
に
差
を
つ
け
よ
う
と

す
る
同
和
問
題
は
、
最
も
愚
か
な

矛
盾
で
す
。

　
矛
盾
に
気
付
い
て
自
分
の
言
葉

で
考
え
る
、
そ
の
上
で
子
ど
も
に

説
明
で
き
な
い
こ
と
を
見
直
す
姿

勢
を
取
る
こ
と
が
、
同
和
問
題
を

解
決
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

■
自
分
自
身
の
課
題
で
す

　
同
和
問
題
は
難
し
い
と
い
う
人

が
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
世
間
体
を
気

に
し
て
、
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
か

ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
人
の
言
い
訳

で
す
。
同
和
問
題
は
絶
対
に
許
さ

れ
な
い
社
会
悪
で
あ
り
、
そ
の
解

決
は
自
分
自
身
の
課
題
な
の
で
す
。

■
あ
な
た
が
変
わ
れ
ば
社
会
が
変

わ
り
ま
す

　『
差
別
を
な
く
す
』
と
い
う
と
、

な
ん
だ
か
凄
い
こ
と
を
す
る
よ
う

で
、
自
分
に
は
何
も
で
き
そ
う
も
な

い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
で
も
、
私
た
ち
が
「
自
分

に
も
で
き
る
こ
と
が
あ
る
」
と
思

え
た
ら
、
同
和
問
題
は
解
決
へ
向

け
て
大
き
く
動
き
出
す
は
ず
で
す
。

　
社
会
は
私
た
ち
一
人
一
人
で
で

き
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
変
わ
れ

ば
、
社
会
も
変
わ
り
ま
す
。

　
自
分
を
見
つ
め
ま
し
ょ
う
。
差

別
を
な
く
す
第
一
歩
は
、
自
分
と

向
き
合
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
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特 集 　８月は同和問題啓発強調月間です

　
私
た
ち
が
暮
ら
す
こ
の
社
会
に

は
、
同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
あ
り
ま

す
。
差
別
す
る
つ
も
り
は
な
く
て

も
、
無
意
識
の
う
ち
に
誰
か
を
傷

つ
け
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
市
で
は
『
市
人
権
・
同
和
教
育

推
進
協
議
会
』
や
『
市
人
権
・
同

和
教
育
地
域
推
進
員
』
な
ど
市
民

の
皆
さ
ん
と
の
協
働
で
、
地
域
に

密
着
し
た
各
種
研
修
講
座
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
身
近
な
研
修
講
座

に
気
軽
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

一
緒
に
学
び
ま
し
ょ
う

■
な
る
ほ
ど
！
ザ
・
じ
ん
け
ん
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
／
輝
く
女
性
の
た
め

の
心
の
セ
ミ
ナ
ー

　
人
権
感
覚
あ
ふ
れ
る
身
近
な
人

の
存
在
は
、
市
民
の
人
権
意
識
の

向
上
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

地
域
や
職
場
で
同
和
問
題
を
語
る

こ
と
が
で
き
る
等
身
大
の
リ
ー

ダ
ー
を
育
成
し
ま
す
。

■
地
区
巡
回
講
座

　
各
行
政
区
の
公
民
館
で
、
市
民

の
皆
さ
ん
と
膝
を
交
え
て
、
同
和

問
題
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る

人
権
問
題
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て

い
ま
す
。
皆
さ
ん
か
ら
の
質
問
や

意
見
は
、
生
き
た
教
材
と
し
て
本

市
の
教
育
・
啓
発
の
指
針
と
な
っ

て
い
ま
す
。

■
Ｐ
Ｔ
Ａ
世
代
を
対
象
に
し
た
研

修
講
座

　『
子
は
親
の
鏡
』
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
大
人
社
会

の
潜
在
意
識
は
、
子
ど
も
の
人
間

形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

子
ど
も
を
取
り
巻
く
学
校
・
家
庭
・

地
域
・
職
場
に
接
点
を
持
つ
Ｐ
Ｔ

Ａ
世
代
の
皆
さ
ん
を
対
象
に
し
た

研
修
会
を
展
開
し
ま
す
。

■
各
種
団
体
へ
の
出
前
講
座

　
地
域
に
密
着
し
た
教
育
・
啓
発

を
推
進
す
る
た
め
、
老
人
ク
ラ
ブ
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、
区
長
会

な
ど
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
深

い
皆
さ
ん
に
出
前
講
座
を
お
届
け

し
ま
す
。

■
職
場
へ
の
出
前
講
座

　
職
場
を
『
学
び
の
ス
テ
ー
ジ
』

と
位
置
付
け
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
即
し
た
学
習

機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
風

通
し
の
良
い
職
場
環
境
づ
く
り
を

お
手
伝
い
し
ま
す
。

■
小
・
中
学
生
の
人
権
作
品
展

　
12
月
の
人
権
週
間
に
合
わ
せ
、

小
・
中
学
生
の
書
道
や
ポ
ス
タ
ー
、

標
語
な
ど
を
展
示
す
る
『
人
権
作

品
展
』
を
開
催
し
ま
す
。

■
人
権
問
題
に
関
す
る
市
民
意
識

調
査

　
現い

在ま

を
知
ら
ず
に
未
来
は
語
れ

ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

の
成
果
を
検
証
し
、
今
後
の
教
育
・

啓
発
の
指
針
と
な
る
基
礎
資
料
を

収
集
し
ま
す
（
５
年
毎
に
実
施
）。

市人権・同和教育
推 進 協 議 会 と は

同和問題をはじめとするさま
ざまな人権課題の解決を目的
に、昭和 52 年に発足した、
市民の代表（区長、自治公民
館長、民生委員・児童委員、小・
中学校ＰＴＡなど）で構成す
る人権啓発団体です。

市教育委員会が委嘱する、地
域における人権・同和教育の
リーダーです。各町（地区）
に２名ずつ、26 名の推進員
が活動しています。昭和 54
年にスタートした、伊万里市
独自の制度です。

市人権・同和教育
地 域 推 進 員 と は

研修講座に挑戦してみませんか？

市では、同和教育担当の社会教育指導員を４人配置し、市民の皆さんへのきめ細や
かな教育・啓発に取り組んでいます。サークルや企業へ講師として派遣しますので、
気軽に申し込んでください。詳しくは生涯学習課へ問い合わせてください。

■どこで開催してもいいの？
　市内であれば、ご希望の場所へ講師を派遣します。（個人宅は除きます）

■いつでもいいの？
　土・日・祝日も派遣します。（12 月 29 日〜１月３日は除きます）
　午前９時〜午後９時の間で、１回あたり 30 分〜２時間程度でお願いします。

■どんな研修内容？
　同和問題をはじめ、さまざまな人権問題についてお話しします。
　要望に応じて、啓発映画などの視聴覚教材を使用することもできます。

■研修の費用は？
　講師の交通費や謝礼などは一切不要です。
　ただし、有料の会場で開催する場合、会場使用料などは依頼者で負担してください。

■申込方法は？
　まずは、生涯学習課（☎２３−３１８６）までお電話ください。（希望日の２週間前までにお願いします）
　できるだけ希望の日時に講師を派遣します。日時などが決定した後、派遣依頼書を提出していただきます。

↑職場や地域での講座の様子
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